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対応医療機関のステッカー
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誤解される点・・・マイナンバーの不使用
資格情報のみでPHRにはならない→ポータルへの鍵
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マイナンバーカード保険証化のメリット
限度額適用認定証の代わりになる
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限度額適用認定証とは？
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被保険者証には負担割合[一般(1割負担)，現役並み
(3割負担)]の表示しかない

青ワクの該当者が
限度額適用認定証

が必要
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限度額適用認定証に適用区分が記載されている
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マイナンバーカードの保険証化のメリット
• 通常の保険証には負担割合(1割，3割)のみで「所得区分」は記載され
ていない

• よって保険証のみしか提示しないと最も高い所得区分の負担額まで一
部負担金を窓口で徴収される→事後に高額療養費を保険者に請求して
還付を受ける(数か月かかる)

• 限度額適用認定証には所得区分が記載されており，これを事前に発行
してもらって保険証と同時に提出すれば医療機関での窓口負担は高額
療養費支給基準までですむ。

• マイナンバーカードを保険証化すると負担割合だけでなく「所得区
分」も記録されているので，限度額適用認定証の代わりとなる。
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残された課題
• 医療機関窓口での支払は限度額までですむようになるがあくまで
同一医療機関の場合のみである。

• 複数医療機関を受診した場合は通算されない。
• 例

• 低所得Ⅱの後期高齢者(月の負担限度額が24600円)がA医療機関で3万円，
B医療機関で2万円かかったとする。

• 限度額適用認定証かマイナンバーカードで受診するとA医療機関は24600
円までしか徴収されないが，B医療機関は2万円徴収される。

• この人は改めて保険者に申請してB医療機関に支払った2万円を高額療養費
として支給してもらうしかない(保険者の多くは該当者には個別通知してい
る)。

• 介護保険のように，翌月に複数の医療機関の負担額を合算して手続きなし
に還付されるしくみにできないか。
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マイナポータルの実演
9月11日より診療情報(レセプトデータ)が追加
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閲覧データのダウンロードと保存
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csvで保存したファイルをExcel表示した結果

ひどい文字化け

12



PDFファイルに保存したもの
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PDFファイルをAdobeAcrobatでExcelファイルに書き
出したものをExcelで表示した結果
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電子的保健医療情報活用加算の廃止と「医療
情報・システム基盤整備体制充実加算」新設

• マイナカードで，患者の薬剤情報や健診情報を閲覧し，それを診療に活用
した場合に請求できる。

• 電子的保健医療情報活用加算は2022年9月末で廃止→10月1日から「医療
情報・システム基盤整備体制充実加算」

• 電子的保健医療情報活用加算からの主な変更点は以下の通り。
①初診料にのみ新設（再診料・外来診療料には新設されない）
②オンライン資格確認等により情報を取得等した場合は２点、それ以外の場合は４
点

廃止は免れた
が大幅後退
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対応する歯科医療機関で表示された画面
メニューは「保険証，保険，介護，連絡先，管理」

マイナポータルで表示された薬
剤情報

転送，スクリーン
ショット不可
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保険情報
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診療行為内容は
他医療機関では
閲覧できない

管理,関連情報,メモ,来院履歴,薬剤情報,健診情報
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介護情報は表示される
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予防接種情報
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医療費情報
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マイナPHRの構築法
• 2022年５月診療分以降～マイナポータルは患者が傷病名を除くレセプ
ト全情報が閲覧できる情報ソースとなった

• しかし，傷病名については従来通り「レセプト開示請求」が必要
• マイナンバーカード保険証対応医療機関なら，医師も閲覧できる。→
医療情報・システム基盤整備体制充実加算

• しかし，診療行為については他医療機関は閲覧できない
• 手術等の機微情報は本人同意をえた場合のみ2023年５月(予定)以降可
• しかし，患者自ら閲覧したプリントアウトを医師に見せるのはかまわない

• マイナポータルに保存されるのは３年位
• 定期的にPDFのプリントアウトを保存する必要性
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